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１ 計画策定の目的とその背景と経緯 

ツキノワグマは、我が国では、既に絶滅した九州及び絶滅の危険性が高い四国や紀伊

半島を除いて、分布域、生息数ともに増加しつつある。特に、東北、関東甲信越、北陸

の各地では、狩猟獣という位置づけの中で安定的に生息し、近年、分布域の拡大も見ら

れてきた（特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン (クマ類編 )(環境省、

2017)より）。しかし、繁殖力が低く、保護への配慮が必要とされ、国際的には、絶滅の

おそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（ワシントン条約）の附属書Ⅰに

掲載されるほ乳類で、希少な野生動物である。 

近年ツキノワグマの他、シカやイノシシなど野生動物と人との軋轢の増大が、全国的

にも大きな課題となってきたため、国は平成 11 年の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す

る法律（以下「鳥獣保護法」という。）の改正を行うと共に、野生鳥獣の科学的・計画

的な保護管理を実施するための特定鳥獣保護管理計画制度が創設された。  

石川県でも、この制度に基づき、平成 13 年度に「石川県特定鳥獣保護管理計画」を策

定し、平成 14 年度から 18 年度までの５か年の計画的な保護管理を実施していたが、平

成 16 年秋には、金沢市以南の各地で人里に大量のツキノワグマが出没し、人身被害防止

のため 166 頭ものツキノワグマを捕獲するという過去に例のない事態となった。 

このため、平成 17 年度に、人身被害の防止を徹底するため、県・市町・関係機関及び

地域住民の役割分担や大量出没の予測、出没時の対応等を盛り込んだ「石川県ツキノワ

グマ出没対応マニュアル」を策定し、体制を整えた。 

その後、平成 18 年の秋には、東北地方南部から中部地方を中心に全国的に大量出没が

発生し、石川県でも、同時多発的な出没が見られたことから、出没対応マニュアルに基

づき、初めての大量出没警戒情報を発令し、県民への被害防止に努めた。  

このような大量出没の要因分析やツキノワグマの生息実態の解明のため、平成 17 年度

から目視調査による個体数推定調査を、また平成 18 年度からヘアートラップ調査を実施

し、より詳細な生息数推定や生態の解明に取り組み、平成 19 年３月には、「第２期石川

県ツキノワグマ保護管理計画」を策定した。 

しかし、第２期保護管理計画期間中の平成 22 年秋にツキノワグマの大量出没が発生し

たため、早期にクマの生息実態を把握し、常習化するクマの大量出没への対応を図る必

要があったことから、平成 23 年３月に、第２期保護管理計画を 1 年延長するとともに、

白山・奥美濃ツキノワグマ広域保護管理指針との整合性を図り、捕獲上限数を引き上げ

るなどの改定を実施した。第３期保護管理計画の策定に際して、クマの個体数推定調査

とともに、里山周辺でのクマの定着が危惧されている現状を把握するため、平成 23 年、

24 年の２か年にかけて調査を実施した。この調査結果を踏まえ「第３期石川県ツキノワ

グマ保護管理計画」を策定した。更に、平成 25 年、クマの定着はないものと考えられて

いた邑知低地帯以北で目撃情報があったことから、今後の能登地域でのクマ分布拡大に

備えるため、平成 26 年９月、第３期保護管理計画を一部変更し、計画対象を県全域に拡

大した。 
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その後、令和２年秋には大量出没により市街地への出没や目撃情報が多発し、人身事

故件数も過去最多となった。令和３年には珠洲市や輪島市といった奥能登地域でも恒常

的にクマが目撃されており、また全県的に５月～７月の出没件数も増加してきているこ

とから、里山地域での定着が想定される。こうした中、令和２年、令和３年の２か年に

かけて生息状況を調査し、個体数推定及び将来予測を行い、その結果を踏まえ「第３期

石川県ツキノワグマ管理計画」を策定し、人身被害等の防止を強化するものである。 

 

 

表１ 特定鳥獣保護管理計画の変遷とツキノワグマの出没状況  

 

計画名（策定年度） 計画期間 主な（変更）内容 トピック

石川県特定鳥獣保護管理計画(H13) H14～H18

・年間総捕獲数を推定生息数の
　10%以内とする
・保護地域、緩衝地域、排除地域
　に区分し保護管理

・H16秋の大量出没(1006件)
　
・H18秋の大量出没(333件)
　→「出没警戒情報」発令

第２期保護管理計画(H18) H19～H23
・保護管理を行う区域を七尾市以
　南に拡大

第２期保護管理計画（変更）(H22) H19～H24
・年間総捕獲数を推定生息数の
　12％に引き上げ
・計画期間の１年延長

第３期保護管理計画(H24) H25～H29
・推定生息数を700～900頭とする ・H25邑知低地帯以北で初の

　目撃

第３期保護管理計画（変更）(H26) H26～H29

・計画対象を県全域に拡大 ・H26鳥獣保護法改正
　→「鳥獣の保護及び管理並
　　　びに狩猟の適正化に関
　　　する法律」

第１期管理計画(H27) H27～H29
・ツキノワグマを第二種特定鳥獣
　として計画策定

・H28七尾市能登島、志賀
　町、能登町、穴水町で
　初の目撃

第２期管理計画(H30) H30～R3

・推定生息数1,052頭とし、年間
　総捕獲数を126頭に引き上げ

・R2秋の大量出没（目撃869
　件、人身事故15名）
　→「出没警戒情報」発令
・H30輪島市、R3珠洲市で初
　の目撃

・H22秋の大量出没(353件)
　→「出没警戒情報」発令

平成 26 年、鳥獣保護法が改正され、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律（平成 27 年５月 29 日施行）に名称変更するとともに、従来の「特定鳥獣保護管理

計画」が「第一種特定鳥獣保護計画」と「第二種特定鳥獣管理計画」に区分された。本

県のツキノワグマは、その生息域の拡大及び人身事故や林業被害等の人との軋轢から、

管理すべき鳥獣とし、「第１期石川県ツキノワグマ管理計画」を策定した。  

平成 28 年度には、七尾市能登島や能登町で初めてツキノワグマが目撃され、生息域の

拡大が懸念された。こうした中、平成 28 年、平成 29 年の２か年にかけて生息状況を調

査し、個体数推定及び将来予測を行い、その結果を踏まえ「第２期石川県ツキノワグマ

管理計画」を策定し、人身被害等の防止を図った。 
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２ 管理すべき鳥獣の種類 

     ツキノワグマ   (Ursus thibetanus japonicus) 

 

３ 計画の期間 

     令和４年４月１日～令和９年３月３１日  

ただし、期間内であっても、生息状況等が大きく変化した場合又は、鳥獣保護管理事業計画の

変更等により整合を図る必要が生じた場合は、計画の改定等を検討するものとする。 

 

４ 管理が行われるべき区域 

   県内全域を計画対象区域とする。 

      市町名  所管する農林総合事務所名 

加賀市、小松市、能美市、川北町 南加賀農林総合事務所 

白山市、野々市市 石川農林総合事務所 

金沢市、津幡町、かほく市、内灘町 県央農林総合事務所 

宝達志水町、羽咋市、中能登町、 

七尾市、志賀町 

中能登農林総合事務所 

穴水町、輪島市、能登町、珠洲市 奥能登農林総合事務所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  ツキノワグマを管理する対象市町と所管する農林総合事務所 
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５ 現状 

（１）本県および隣接県の状況 

   石川県におけるツキノワグマ（以下「クマ」という。）の分布域は、白山・奥美濃

地域個体群（富山県・石川県・福井県・岐阜県・滋賀県）に属し、地域個体群全体と

しては、個体数水準４（安定存続地域個体群）と評価され、絶滅の恐れがある状況に

はない。（「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン（クマ類編）（環境

省、2017）」） 

また、白山・奥美濃地域個体群は、富山県の神通川流域から岐阜県の長良川流域に

至るラインで北アルプス地域個体群と区分されるものの、両個体群は連続した分布域

を形成しており、その個体群の規模は大きく安定している。 

 

   白山・奥美濃地域では、平成 16 年と平成 18 年秋に低地部へのクマの大量出没が各

地で見られるなど、エサ資源の状況変化に対して、クマの生息動向に共通した現象が

見られた。また、里山地域の二次林が成長しているなど、生息環境にも共通性が見ら

れる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境省自然環境局生物多様性センター（ 2004）及び「特定鳥獣保護・管理計画作成

のためのガイドライン（クマ類編）（環境省、2017）」より作成。 

 

図２ 石川県周辺の保護管理ユニット 
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（２）生息環境 

県内でクマが常時生息するとみられる市町は、川北町、野々市市、内灘町を除く

10 市６町である。 

その総面積は約 4,140 ㎢で、森林面積は約 2,510 ㎢であり、そのうちクマの生息

に適している天然林が分布する面積は約 1,410 ㎢である。 

天然林の多い（ 60％以上）市町は、加賀市、小松市、能美市、白山市及び金沢市

である。一方、人工林面積は、約 1,000 ㎢（人工林率 39.6%）で、その約７割はス

ギの植林地である。 

なお、人工林率は輪島市で最も高く（ 60.5％）、金沢市、小松市、白山市を除く

全市町で 30％を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 石川県の植生自然度 

 

 

 

 

植生がほとんど残存しない 
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代償植生だが自然植生に類似する植生 

自然植生で多層の植物社会を形成 

自然植生で単層の植物社会を形成 
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（３）生息動向及び捕獲等の状況 

① 目撃件数及び分布  

平成 23 年から令和元年における目撃件数の年間合計は、それぞれ 50～250 件と

なっている。秋の大量出没がみられた平成 16 年、平成 18 年、平成 22 年、令和元

年、令和２年は、堅果類の凶作等により、９～12 月の目撃が多くなり、年間 300

件を超える出没が見られている。平成 25 年以降の目撃件数を見ると、冬眠明け後

の４～８月の目撃件数が増えているが、この時期は親離れしたばかりの警戒心の

少ない若いクマや、繁殖期を迎えて行動範囲を広げるオスのクマが里山地域で活

動しており、クマが恒常的に里山地域で活動していると考えられた。（図４） 

この現象を確認するため、平成 23 年から金沢市、更に平成 25 年から七尾市、

平成 29 年から小松市、令和３年から白山市、能美市、加賀市において、それぞれ

郊外の里山地域で自動撮影カメラによるクマの生息調査を行ってきた。  

これまでの調査結果を見ると、平成 25 年に比べ、クマの活動が確認されている

区画は増加しており、平成 26 年には金沢市の全ての調査区画で生息が確認された。

以降、恒常的に里山でのクマの活動が確認されている。このように、複数頭以上

のクマが、春から秋を通して広く里山を利用していることが明らかになっている。

（図５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ H16 は大量出没があったことから事後に緊急調査を実施。 

 

図４ ツキノワグマの月別目撃件数の推移 
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＜金沢市＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜金沢市 調査地位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１ 自動撮影カメラによるツキノワグマの撮影回数（金沢市） 
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＜小松市（H29設置以降）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小松市 調査地位置図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図５－２ 自動撮影カメラによるツキノワグマの撮影回数（小松市） 
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平成 27 年の本計画書においては、クマが生息するとみられる市町は、川北町、

野々市市、内灘町を除く七尾市以南の８市３町としてきた。 

しかし、平成 28 年には七尾市能登島、穴水町、能登町、志賀町で目撃があり、

平成 30 年には輪島市、令和３年には珠洲市でも目撃があり、特に令和３年は奥能

登地域での出没が多くなっていることから、分布は全県に拡大しており、奥能登

地域についてもクマが生息していると考えられる。（表２、図６） 

 

 

表２ 市町別のツキノワグマ目撃件数 

年 合計 加賀市 小松市 能美市 川北町 白山市 野々市市 金沢市 津幡町 かほく市 内灘町 宝達志水町 羽咋市 中能登町 七尾市※ 志賀町 穴水町 能登町 輪島市 珠洲市
H20 128 14 23 17 15 25 10 1 19 2 1 1
H21 58 9 15 6 1 16 4 7
H22 353 82 65 22 56 108 11 5 3 1
H23 60 11 7 9 1 7 22 1 1 1
H24 126 14 29 8 14 43 3 1 6 3 5
H25 147 24 25 10 13 46 11 2 2 2 1 11
H26 256 15 30 12 94 96 1 3 2 1 2
H27 195 15 70 3 18 51 18 6 1 3 7 3
H28 246 17 66 14 19 1 67 5 9 13 4 3 8(3) 13 1 6
H29 200 14 29 8 29 95 2 11 1 2 7(2) 2

H30 178 25 23 9 13 78 3 15 1 1 1 4 1 3 1

R1 350 33 60 14 64 133 13 12 9 7 1 2 2
R2 869 175 227 97 1 97 192 10 8 31 7 2 16(5) 4 2
R3 231 13 33 16 15 64 20 6 4 11 3 7(2) 5 3 18 9 4

合計 3,397 461 702 245 2 455 1 1,036 112 80 5 107 34 17 63(12) 18 5 35 12 4
※七尾市　(　)の数字は能登島での目撃件数  
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図６ ツキノワグマの分布（生息調査による分布及び目撃情報のあった地域） 
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② 生息個体数 

＜生息個体数の変遷＞ 

クマの生息個体数（以下「個体数」という。）推定については、昭和 45 年に捕

獲個体数を基に、白山市（旧吉野谷､旧尾口､旧白峰３村）に生息するクマの個体

数（成獣のみ）を 300～400 頭と推定したのが最初で、その後、昭和 60 年に県内

の個体数（成獣のみ）を 500～600 頭と推定している。 

また、平成７年から９年の３か年で、残雪期の直接観察による個体数推定調査

を実施し、平均生息密度と生息域の天然林面積を基に、約 560 頭（成獣のみ）と

推定した。その後、クマはぎ被害の拡大等の状況を受け、平成 14、15 年の２か年

間、同様の調査を行った結果、個体数（成獣のみ）は約 700 頭に増加したものと

推定した。 

さらに、平成 16 年秋の大量出没を受け、平成 17 年と 18 年に調査を実施すると

ともに、平成 18 年と 19 年には新たに里山地帯を中心にヘアートラップ調査を実

施し、より詳細な個体数推定を実施した結果、本県における個体数（成獣のみ）

はおよそ 600～800 頭と推定された。 

その後、「第３期石川県ツキノワグマ保護管理計画」を策定するため、平成 23

年、平成 24 年の２か年で実施した直接観察による個体数調査の結果、個体数（成

獣のみ）は約 700～900 頭と推定された。この調査では、クマの中能登地域への生

息地の拡大に伴い、調査対象地域を、これまでの地域にかほく市、羽咋市、七尾

市、宝達志水町、中能登町の２市３町の地域を加えて実施したが、低標高で残雪

の少ないこれらの調査地では、クマは確認されなかった。 

「第２期石川県ツキノワグマ管理計画」を策定するにあたり、平成 28 年、平成

29 年の２か年で実施した直接観察による個体数調査および、マルコフ連鎖モンテ

カルロ法を用いた階層ベイズ法による個体数推定の結果、個体数は中央値で

1,052 頭（幼獣、亜成獣を含む）、90％信頼区間では 525～2,357 頭と推定された。 

なお、従来の個体数推定は、環境省のガイドライン（平成 22 年３月策定）によ

り成獣のみとしていたが、環境省が平成 28 年度に策定したガイドラインにおいて、

安定的な個体群については成獣に限定しない全体の個体数を指標として構わない

とされたことから、第２期計画からは個体数推定値を個体群に属する全てのクマ

の個体数で示すこととしている。 

 

＜本計画における個体数推定＞ 

「第３期石川県ツキノワグマ管理計画」を策定するにあたり、令和２年、令和

３年の２か年で直接観察による個体数調査およびマルコフ連鎖モンテカルロ法を

用いた階層ベイズ法による個体数推定を行った。 

令和２年、令和３年の２か年で実施した、従来の残雪期の直接観察による生息

状況調査結果と、これまでの目撃件数や捕獲数などのデータも活用し推定をした

結果、推定個体数は中央値で 1,201 頭（幼獣、亜成獣を含む）、90％信頼区間で

は 440～3,643 頭と推定された。また、そのうち成獣の個体数は中央値で 889 頭、

90％信頼区間では 326～2,696 頭と推定された。 
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【参考】 

階層ベイズ法を用いた個体数推定の結果、県内に生息するクマの推定個体数は増加傾向 

にあり、令和２年度末の個体数は、中央値で 1,201 頭（90％信頼区間では 440～3,643 頭） 

と推定された。（※個体数は、幼獣・亜成獣を含めた全個体数。） 

 

  

図７ 推定個体数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（頭） 
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③ 捕獲等の状況 

平成 16 年秋には、北陸地方を中心に大量出没が発生し、県内では羽咋市以南

の市町で約 1,000 件の出没があり、５月１日以降の捕獲数は 168 頭にのぼった。 

平成 18 年には、東北・関東甲信越などで大規模な大量出没が発生し、多数の

クマが捕獲された。全国のクマ捕獲数は 5,000 頭を超え、史上最高を記録し、

石川県でも 78 頭が捕獲され、狩猟自粛の事態となった。 

第２期保護管理計画期間の平成 19 年度から平成 23 年度までの５年間の捕獲

数（放獣を除く）は、平均すると約 57 頭／年となっており、大量出没年の平成

22 年度は 74 頭と捕獲上限数の 70 頭を上回っているものの、それ以外の年度は

いずれも下回る結果となっている。 

第３期保護管理計画（変更前）では、推定生息個体数の見直しがあったため、

平成 25 年度に捕獲上限が 96 頭に引き上げられたが、平成 25 年度以降の捕獲頭

数は、最も捕獲数の多かった平成 26 年度の 88 頭を含め、いずれの年も捕獲上

限を下回っている。 

第２期管理計画においても、推定生息個体数の見直しがあり、平成 30 年度に

捕獲上限を 126 頭に引き上げた。また、令和２年度には大量出没が発生したこ

とを受け、人身被害を防止するため、令和２年に限っては捕獲上限を 250 頭に

引き上げることとし、捕獲数は過去最多となる 181 頭（引き上げ前上限の約

1.4 倍）であった。平成 30 年度から令和２年度までの３か年の捕獲数は、平均

すると約 126 頭／年となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

 

 

 

図８ ツキノワグマの捕獲数、目撃件数等 

 

＜参考＞各年度の餌資源豊凶予測 

 

 

 

※個体数調整捕獲の定義については p24 に記載のとおり。 
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平成 18 年度から令和２年度の捕獲位置（狩猟による捕獲を除く）を見ると、羽咋市以

南の里山周辺地域や山間部 75メッシュで広く捕獲がみられる。（図９） 

このうち、10 頭以上の捕獲メッシュは 26 メッシュで、特に金沢市と白山市で多く捕獲

されている。一方、生息分布が拡大している能登地域においては、捕獲メッシュは５メッ

シュのみで、中能登町以北では捕獲実績がない状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 捕獲位置の分布（平成 18年度～令和２年度累計）（約５kmメッシュ図） 

 

 

（４）被害と対応状況 

クマによる被害は、秋の大量出没時の集落周辺での人身事故や、果樹等への農作

物が顕著である。通常の状態でも、山間部での山菜やキノコ取りなどでクマとの遭

遇による人身事故、春から初夏に発生する植林地でのクマ剥ぎによる森林被害、餌

が少なくなる夏は、若いクマの分散期とも重なり、生息地周辺地域では果樹等への

被害が発生する。また、養蜂箱に対する被害のほか、野生のミツバチが営巣した墓

や家屋などが荒らされる被害が見られる。 

能登地域 

加賀地域 
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① 人身被害 

 ア 被害状況 

クマによる人身被害は、平成５年度から令和３年度までの 29 年間で 63 件

発生し、69 名が被害にあっている。 

金沢市における被害が最も多く 27 件、次いで白山市が 13 件、加賀市が

11 件となっており、被害は金沢市以南に集中している。能登地域では宝達

志水町で１件あるだけで、奥能登地域では人身被害は発生していない。（表

３） 

秋の大量出没が発生した令和２年度は、過去最多となる 10 件 15 名の人身

被害が発生したほか、令和元年には６件、平成 16 年度、平成 18 年度、平成

22 年度、平成 26 年度には、それぞれ年間 4～5 件の人身被害が発生した。

住宅街の路上や、市街地を流れる河畔の住宅地にある公園内でも発生してお

り、これらの例は、クマが茂みをつたって事故現場に到達したと推定され、

野生動物が奥山から里山を経て市街地まで至る移動が容易にできる環境が連

続していることが、人身被害の発生の大きな要因と考えられる。 

また、過去 29 年間で、４月～８月は 27 件、９月～12 月は 36 件の被害と

なっており、堅果類の凶作等による大量出没のあった年は秋の被害が多くな

っているほか、平成 24 年度以降は春から夏にかけての被害が多くなってい

る。（図 10） 

 

表３ 地域別の人身被害件数（平成５年度～令和３年度） 
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図１０ ツキノワグマによる人身被害人数 

 

被害者の年齢、性別をみると、男性では 60 代が最も多く 19 人、女性では 70 代

が最も多く８人となっている。全体の合計では、男性が 51 人、女性が 18 人とな

っており、被害者の７割以上が男性であった。（図 11） 

人身被害発生時の状況を見ると、散歩中が最も多く 17 件、次いで、住宅周辺で

の被害が 16 件となっている。その他、山菜・キノコ採り中やゴルフ場等、人の生

活圏における被害も発生している。（図 12） 

 

 

図１１ 年代別、性別人身被害者数（平成５年度～令和３年度） 
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図１２ 人身被害発生状況（平成５年度～令和３年度） 

 

 

イ 対 策 

（ア）大量出没時等の対策 

平成 16 年秋に発生した大量出没に対応するためのマニュアルを平成 18 年

３月までに作成し、県、市町、地域等の役割分担を明確にし、連携して対応

することとしているほか、以下の取り組みを行っている。 

ａ 出没予測 

エサ資源調査を実施し、ブナ、ミズナラ、コナラの３種を中心に、結実予

測を実施しているほか、出没情報の収集と解析を実施している。 

ｂ 出没注意情報・出没警戒情報の発令 

エサ資源調査結果と出没情報等からクマの大量出没が予想される場合、出没注意情

報や出没警戒情報を出すこととしている。 

ｃ 出没情報の広報 

市町、地域から寄せられたクマの目撃情報を県 (自然環境課）ホームページ

に掲載し、目撃のあった地域を中心に県民に対し注意を呼びかけている。  

     

（イ）被害防除の普及啓発 

    人身被害の防止を図るために、出没が多い地域等において被害防除に関する普及

啓発を行ったほか、各市町の捕獲隊および担当職員等を対象とした捕獲技術研修、

市街地出没時の対応を関係機関が確認する市街地出没想定実地研修を行った。 
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② 農作物被害 

クマによる農作物被害は、平成 24 年度と平成 25 年度に、津幡町においてそれ

ぞれ果樹に２～３ａの被害が報告されて以降、被害の報告がなかったが、令和２

年度は小松市でブドウに 25ａ、金沢市でリンゴ、ナシ等の果樹に 165ａ、合わせ

て 190ａ、被害が発生している。 

 

 

図１３ ツキノワグマによる農作物被害 

 

 

③ 林業被害 

クマの林業被害は、「クマハギ」と呼ばれる樹皮の剥皮被害である。主に、ス

ギ、ヒノキの壮齢植林地で発生し、根元から約２～３ｍの高さまで樹皮を剥ぎ、

形成層の部分を切歯で、はぎ取った状況が見られる。 

県内では、加賀市、小松市、白山市、金沢市で、平成 23 年から令和２年までの

10 年間で、約 40ha、約 15,000 本の被害が発生している。平成 28 年から令和２年

の５年間では、約 5ha、約 3,510 本の被害が発生している。 

被害防除対策として、生分解性プラスチック素材で作ったクマハギ防護ネット

巻きを実施しており、直近の実施状況は、令和元年度は 4,900 本、令和２年度は

5,133 本となっている。 
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図１４ 森林被害面積 

 

 

 

図１５ 森林被害本数 

 

 

④ 養蜂その他被害 

近年は、クマによる養蜂被害は報告されていないが、過去に山中に設置した養蜂

箱を襲われる事例が見られ、養蜂箱の周囲に電気柵を設置するよう指導している。  

また、野生のミツバチが墓石の中や家屋の腰板の中などに巣を作り、これを狙っ

てクマが墓石や家屋を壊す事例も見られている。  
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（５）狩猟者の状況 

狩猟者は狩猟によりイノシシやニホンジカ、クマといった管理すべき鳥獣の数を

調整する役割を担っているとともに、有害捕獲の従事者としても重要な役割を果た

している。しかし、平成 18 年度までは、本県における狩猟者は減少傾向にあり、県

内の狩猟登録者数は、平成 18 年度には 750 件となった。平成 19 年度以降は微増し、

平成 26 年度は 1,000 件を超え、令和 2 年度には 1,804 件と平成 28 年度と比較する

と約 1.2 倍、300 人以上増加している。 

種類別に見ると、第一種銃猟については、平成 12 年度の 754 件から減少し、平成

27 年度には 456 件と最小となったが、以後増加に転じ、令和２年度には 484 件とな

り、微増している。網・わな猟については、平成 19 年度に狩猟免許の取得促進を図

るために、網猟とわな猟が区分されてから、特にわな猟免許取得者が順調に増加し、

平成 28 年度の登録者数は 929 件であったが、令和２年度は約 1.3 倍の 1,236 件とな

っている。（図 16） 

平成 19 年度以降、狩猟免状保有数は増加傾向にあり、令和 2 年度には 2,980 件に

増加している。年齢別狩猟免状保有数を見ると、平成 12 年度では 60 歳以上の占め

る割合が約 30％だったが、平成 21 年度以降は 60％前後で推移した。平成 27 年度以

降は 60％を切り、令和 2 年度は 54％となり、若手の狩猟者が徐々に増えてきている。

（図 17） 

  

 

 

 

 

 

 

図１６ 県内狩猟登録者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 年齢別狩猟免状保有数の推移 
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６ 第２期ツキノワグマ管理計画の評価 

   第２期ツキノワグマ管理計画では、第１期計画に引き続き、白山・奥美濃地域ツキ

ノワグマ個体群の長期にわたる安定的な維持及び人身被害等の防止を目標に、生息環

境管理、個体数調整のための捕獲や人身被害等の防止に取り組んできたところである。 

   具体の取り組みと評価については以下のとおりである。 

（１）生息環境管理 

里山地域での定着が進んでいるため、例年クマの目撃が多い地域では、藪の刈り

払いや耕作放棄地の管理を行うなど、クマの出没を抑制するための環境整備は、引

き続き取り組む必要がある。 

（２）個体群管理 

第２期管理計画期間中の狩猟と個体数調整捕獲（※）を合計した総捕獲数は、捕

獲上限の約 88％であり、個体数はベイズ法による推定で中央値が約 1,200 頭となっ

たことから、目標の一つであった白山・奥美濃地域個体群の安定的な維持について

は、個体数は維持という状況を超えて増加していることが明らかとなった。年間の

捕獲上限を推定個体数の 12％に設定していたが、この数値を下回る捕獲実績が続い

たことが、個体数の増加につながっていると考えられる。 

また、近年は能登地域への分布の拡大や目撃件数の増加が見られ、モニタリング

調査の結果、里山地域に定着または活動する個体も増加していることが明らかにな

ったことから、里山での捕獲を促進し、分布の拡大に歯止めをかける必要がある。  

もう一つの目標である人身被害の防止については、近年、市街地への出没事例が

増加しており、人の生活圏及びその周辺でのクマとの遭遇によるリスクの低減を図

り、人身被害等の防止効果を向上するため、出没情報に基づいたきめ細かな捕獲を

実施することが必要である。そのため第２期計画下では、捕獲技術の向上や高齢化

が進む捕獲隊員の確保など、捕獲体制の整備について市町を支援するとともに、

年々増加する個体数を低減し、出没を抑制するには、狩猟は必要な捕獲であるため、

狩猟者に対して捕獲上限までの捕獲可能な頭数などの情報提供をしてきた。その結

果、捕獲数は平成 29 年度以降、前年を上回る結果となっているが、一方で、令和２

年度には人身被害が過去最多となり、人間との軋轢が深刻化していることから、従

来以上に個体群管理を進める必要がある。 

※個体数調整捕獲の定義については p24 に記載のとおり。  
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（３）人身被害等の防止対策 

① 人身被害防止対策 

毎年度、クマによる事故を防ぐためのリーフレットを県民に配布しているほか、

平成 27 年以降は、フォーラムや目撃が多い地域においてセミナーを開催し、普及啓

発を図ってきたところである。しかし、毎年数件の人身被害が発生し、令和２年度

には過去最多となる 15 人の被害が発生したことから、従来以上に、県民への人身被

害防止に対する普及啓発に取り組む必要がある。 

また、緩衝帯の整備の拡大や誘引物の除去といった、クマの生息域と人間の生活

域を明確に分ける被害防除策を、引き続き関係機関と連携し講じていく必要がある。  

大量出没を予想するためのエサ資源調査については、令和３年度に早期の予測を

行うため、４月にブナの開花状況調査を実施しており、今後も継続する意義がある。

なお、評価方法については、各県で評価基準が異なることから、隣県との調整を図

ることも検討する必要がある。 

② 農林業被害の防除 

被害の大部分は林業被害で、継続的に発生していることから、引き続き、被害防

止対策を徹底する必要がある。 
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７ 管理の目標 

（１）管理の目標 

石川県内に生息するクマについて、良好な生息地の環境の維持、里山林や荒廃地の

整備及び適正な個体数管理を行うことにより、「白山・奥美濃地域ツキノワグマ個体

群」の長期にわたる安定的な維持及び、人身被害等の防止を図ることを目標とする。

具体的には、里山における捕獲を促進し、成獣の個体数を安定存続地域個体群として

の規模を維持できる個体数である 800 頭程度とすることを目指す。 

なお、適正な捕獲数管理のため、狩猟及び個体数調整捕獲（緊急捕獲含む）を合わ

せた年間捕獲数の上限は、以下のとおりとする。  

①  通常年の捕獲数上限     ：推定個体数 1,201 頭（中央値）の 15％である

180 頭 

② 大量出没年 (※ )の捕獲数上限：令和２年の捕獲実績を基に①の約 1.4 倍である

250 頭 

  ※大量出没年の定義 

堅果類の凶作等で、県が「出没警戒情報」を発令した年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個体数調整捕獲 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号） 

第７条の２第１項の規定により策定する第二種特定鳥獣管理計画において、同条 

第２項第４号に基づき定める管理目標を達成するために行う数の調整のための捕獲。 

平成 26 年度の法改正により、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係 

る被害の防止の目的での捕獲と、第二種特定鳥獣管理計画に基づく数の調整の目的 

での捕獲を合わせて、鳥獣の管理の目的での捕獲と整理された。 

・推定個体数 

令和 3 年度の個体数推定調査の結果、推定個体数は 440～3,643 頭の中央値であ 

る 1,201 頭を推定個体数の基準値とする。 

・クマ類の個体数水準（特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン (クマ類

編)(環境省、2017)より） 

個体数水準１：危機的地域個体群：成獣個体数 100 頭以下、分布域が極めて狭く孤立

している（狩猟禁止、捕獲上限割合は成獣個体数の 3％） 

個体数水準２：絶滅危惧地域個体群：成獣個体数 100～400 頭程度、分布域が狭く、

他個体群との連続性が少ない（狩猟禁止、捕獲上限割合は成獣個体数

の 5％） 

個体数水準３：危急地域個体群：成獣個体数 400～800 頭程度、分布域は他個体群と

の連続性が制限されている（狩猟と許可捕獲の合計数の上限割合は総

個体数の 8％） 

個体数水準４：安定存続地域個体群：成獣個体数 800 頭以上、分布域は広く連続して

いる（狩猟と許可捕獲の合計数の上限割合は総個体数の 12％。ただ

し、分布域が拡大しており人間とクマ類の軋轢が恒常的に発生してい

る場合は、捕獲枠を 3％上乗せして総個体数の 15％とすることも可

能）   
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（２）目標を達成するための施策の基本的考え方 

   目標達成のための施策の基本的な考え方は以下のとおりとし、クマの生息状況や生

息環境、人間活動等を考慮し、県内を広域的に３つの地域に区分し（図１８）、それ

ぞれの地域区分毎に施策の基準（表４）を定め、以下の①から③を柱に目標達成のた

めの施策を実施する。  

   なお、県レベルの広域的なゾーニングでは、きめ細かな対応は難しい。出没が多い

地域、人身被害や農林業被害が発生している等、クマ対策が必要な地域については、

各市町において集落レベルでのゾーニングを行い、きめ細かに対応することが必要で

ある。  

 

① 生息環境管理 

    クマの良好な生息地の環境の維持と円滑な人間活動の確保を図るため、森林の状

況に応じ、適切な施業を進め、多様で健全な森林の整備・保全を図る。  

   

② 個体群管理 

    人間との軋轢を低減させるため、生息数に応じた捕獲数を設定し、里山地域にお

ける捕獲を促進することで、適正な個体数の管理を行い、白山・奥美濃地域個体群

の増加に歯止めをかけ、長期にわたる安定的な維持を図る。また、捕獲が個体数に

及ぼす影響を検証するため、里山地域でのモニタリングを強化する。  

 

  ③ 人身被害等の防止対策 

    生息環境管理と並行して、山林と人間の生活圏を分かつ緩衝帯の整備の拡大を進

めるとともに、農作物や放置果樹、家庭ごみ等の誘引物を適切に管理・除去し、人

身被害の防止と出没の抑制を図る。  
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   ※緩衝地域として色分けされている中で、里山集落、農地及び被害発生中の植林地等について

は、排除地域として区分される。 

   ※大規模河川の上流域は排除地域として色分けされているが、里山集落、農地及び被害発生中

の植林地等がなければ、緩衝地域として区分される。 

 

図１８ 地域区分の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護地域 

白山鳥獣保護区 

大日山鳥獣保護区 

鈴ヶ岳鳥獣保護区 

緩衝地域 
保護地域及び排除地

域を除いた地域 

排除地域 

市街地、里山集落、

農地及び被害発生中

の植林地 

ただし、邑知低地帯

以北は全域とする 

大日山鳥獣保護区 

白山鳥獣保護区 

鈴ヶ岳鳥獣保護区 
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表４ 地域区分毎の施策の基準 

区 分 

保護地域 緩衝地域 排除地域 

クマの生息域として、

厳正に保護する地域 

白山、大日山、鈴ヶ岳 

鳥獣保護区 

クマと人間の活動が混在

する地域 

円滑な人間活動を確保

する地域 

生息環

境管理 

自然環境を維持できる

ように配慮し、野生動

物の良好な生息環境を

維持する。 

農地、集落、被害地に近

い区域は、里山林の間伐や

除伐などの森林整備や緩衝

帯の整備の拡大に努める。 

藪の刈り払いや耕作放

棄地の管理などに努め

る。 

個体群

管理 

個体数調整捕獲は実施

しない。 

狩猟、個体数調整捕獲を

推進する。 

狩猟、個体数調整捕獲

を行い、積極的に排除

する。 

人身被

害等防

止対策 

入山者への注意喚起を

行う 

 入山者や周辺住民への注

意喚起のほか、放置果樹等

の誘引物除去の徹底、集落

沿いに間伐や藪の刈り払い

を行い、見通しを確保する

緩衝帯整備の拡大、森林所

有者への林業被害防除の指

導などを行う。 

 周辺住民への注意喚起

のほか、農作物や放置

果樹、家庭ごみ等の誘

引物除去の徹底、緩衝

帯整備の拡大や市街地

出没等の緊急時対応を

行う。 

 

８ 目標を達成するための施策 

（１）生息環境管理    

  ① 保護地域（白山鳥獣保護区、大日山鳥獣保護区、鈴ヶ岳鳥獣保護区）  

    本来の野生動物の生息地として厳正に保護する地域であるため、自然環境を維持

できるように配慮し、野生動物の良好な生息環境の維持に努める。  

 

  ② 緩衝地域 

    野生動物と人間の活動が混在する地域であるため、野生動物の生息地の保全を目

的とする地域では現状維持に努める。 

被害地、農地、集落地に近い部分では、市町や農林業関係者と連携協力しながら、

里山林の間伐や除伐など森林整備や過密化した里山林において、集落沿いに間伐や

藪の刈り払いを行い、集落と野生動物の生息域との境界を形成する緩衝帯の整備の

拡大に努める。 

 

  ③ 排除地域 

    有害鳥獣を排除し、円滑な人間活動を確保する地域であるため、隠れ場となる藪

や草むら、休耕田、耕作放棄地等の荒廃地の整備や緩衝帯の整備の拡大に努める。  

    また、関係機関と連携し、出没時の対応体制の整備に努める。 
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（２）個体群管理 

本県におけるクマの推定個体数は約 440～3,643 頭（中央値 1,201 頭）、成獣個体数

は約 326～2,696 頭（中央値 889 頭）と推定される。本県のクマが属する「白山・奥美

濃地域ツキノワグマ個体群」の個体数水準については、各県の推定個体数から安定存

続地域個体群と判定され、また、個体数の増加、生息分布の拡大により市街地への出

没や人身被害が増加していることを踏まえ、本県のクマの年間捕獲数については、原

則、推定個体数の 15％以下とし、当該個体群の長期にわたる安定的な維持及び人身被

害等の防止を図るために、個体数調整捕獲及び狩猟を合わせた年間捕獲数の上限を

180 頭とし、保護地域を除き、個体数調整捕獲及び狩猟により捕獲を進める。また、

大量出没が見込まれ「出没警戒情報」を県が発令した年は、里山での捕獲強化により

人身被害を防止するため、例外的に捕獲上限数を 250 頭に引き上げる。 

   なお、大量出没等により通常の年間捕獲数の上限である 15%を大幅に超えた場合、

または、個体群維持等に影響を与える可能性がある場合は、次年度の年間捕獲数の上

限について検討会に協議することとし、通常の年間捕獲数の上限である 15％を下回っ

た場合は、翌年の捕獲数の上限は特に変更しないこととする。 

 

表５ 白山・奥美濃地域個体群に属するツキノワグマの推定生息個体数 

県名 エリア 調査年 調査方法 推定個体数 
合 計 （ 推 定

個体数） 

富山県 全域 1)  R1 カメラトラップ法 1,455 頭 1,913 

～5,323 頭 2) 

石川県 全域 R3 ベイズ推定 
440～ 

3,643 頭 

福井県 嶺北 R1,R2 ヘアトラップ法 800 頭 

岐阜県 白山-揖斐 H28 ベイズ推定 553 頭 

滋賀県 湖北 H19-H28 ヘアトラップ法 120～327 頭 

   1)白山・奥美濃地域個体群以外の個体群を含む 

  2)富山県の推定個体数を含まない 
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① 地域区分毎の捕獲の考え方 

    ア 保護地域（白山鳥獣保護区、大日山鳥獣保護区、鈴ヶ岳鳥獣保護区）  

       個体数調整捕獲を実施しない地域とする。ただし、人命の危険が予測され

る場合は、当該市町は、石川県有害鳥獣捕獲事務取扱要領第６条第５項によ

り対処するものとする。 

    イ 緩衝地域（保護地域及び排除地域を除いた地域） 

       狩猟、個体数調整捕獲を推進する。 

    ウ 排除地域 被害発生中の植林地、農地、里山集落及び市街地。 

           ただし、邑知低地帯以北は全域とする。 

       被害防除及び個体数調整捕獲を中心に実施し、排除に努める。 

 

② 個体群管理を行う期間と捕獲数の把握 

    個体群管理の期間は、毎年５月１日から翌年４月３０日までとする。 

 

 ③ 個体数調整捕獲の実施 

    個体数調整捕獲については、「石川県ニホンザル、ツキノワグマ及びニホンジカ

管理計画に係る個体数調整事務取扱要領」に基づき実施することとするほか、以下

のことに留意すること。 

    ・イノシシ等の箱わなと兼用でクマの捕獲をする場合は、クマに破壊されない強

度のある箱わなを使用すること。その場合は、脱出口は必要ない。  

    ・イノシシ等の捕獲でくくりわなを使用する場合は、クマの錯誤捕獲が想定され

るため、その場合の対応について予め捕獲隊と協議すること。また、県の主催

するくくりわな研修を積極的に受講すること。 

    ・ＩＣＴを活用した檻の導入など、効率的な捕獲を進める。 

 

 ④ 年度途中の捕獲数の把握 

自然環境課は、毎年度、狩猟期前の１１月１４日までに、市町の個体数調整捕獲

の実績を取りまとめ、県ホームページや県猟友会へ周知することとする。  

狩猟期中の捕獲実績については、各農林総合事務所において３月２０日までに取

りまとめ、自然環境課へ報告することとする。 
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（３）人身被害等の防止対策 

  ① 人身被害の防止 

生息環境管理と並行して、人身被害の防止を図るため、クマの出没による人身被

害の防止対策として「石川県ツキノワグマ出没対応マニュアル」に基づき、市町や

関係機関等と連携し、市街地出没を想定した実地研修を行い、緊急時の対応能力の

向上を図るとともに、登山や林内作業等における人身被害の防止に努めるものとし、

大量出没時に備え、同マニュアルに定める連絡会議等を随時開催し、適切な対応方

策を講じることとする。 

    また、出没抑制対策として、緩衝地域にある被害地、農地、集落地の周辺では、

市町や農林業関係者と連携協力しながら、加害個体の排除に取り組むものとする。 

    排除地域である被害地、農地、集落地では、農林業被害等を抑制できる地域づく

りを行うために、県、市町、関係団体、地域住民等が連携協力して下記の事項等の

徹底に努める。 

    ア 隠れ場となる藪や草むら、休耕田、耕作放棄地等の荒廃地の整備に努める。  

    イ クマを農地や集落に誘引するカキ等の果樹の早期の摘果や収穫、放棄野菜、

農業廃棄物などの誘引食物の管理を徹底する。 

    ウ クマの市街地等への侵入を防止する目的で、集落沿いに里山林の間伐や藪の

刈り払いを行い、見通しを確保する緩衝帯整備の拡大や、河川や河岸段丘崖に

生育する藪及び樹林地の刈り払いなどの措置を講じる。 

 

  ② 農林業被害の防除 

    農林業被害の状況把握に努めるとともに、被害のあった市町へは、人身被害の防

止対策と併せて、電気柵の設置等の被害防止対策を普及・啓発する。  

    また、被害の多い林業被害については、クマはぎ防止ネット巻など、状況に応じ

た適切な防除方法の指導等について取り組む。 

 

９ その他管理のために必要な事項 

（１）モニタリング等の調査研究 

県は、市町等と連携協力して、科学的・計画的な管理施策を推進するため、生息

状況や被害状況などについて里山地域を中心にモニタリングを実施し、評価・検討

を行う。特に、生息域が拡大している能登地域でのモニタリングを強化する。  

また、ＡＩを活用した自動撮影カメラ映像の分析など、必要に応じて、新たな調

査手法等について検討していく。 
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表６ モニタリング項目案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的 内容 方法 実施者
実施
時期

目撃・痕跡
調査

出没情報の収
集・解析

目撃・痕跡情報位置
目撃者からの
報告、現地調
査等

県（自然環境課、白山
自然保護センター）、市
町、捕獲隊、鳥獣保護
員

随時

捕獲個体
調査

個体群の質の
評価

雌雄、年齢、体重、食性等
捕獲者からの
報告、歯等の
標本提出

県（自然環境課、白山
自然保護センター）

随時

捕獲数
調査

情報蓄積、
反映

捕獲場所、日時、頭数、方法
捕獲者からの
報告

県（自然環境課、白山
自然保護センター）

随時

自動撮影カ
メラ調査

行動域の把握 撮影回数、頭数
自動撮影カメラ
の設置

県（白山自然保護セン
ター）

毎年（5～11月）

個体数
調査

生息個体数の
推定

生息密度、個体数
定点観察法に
よる目視調査

県（自然環境課、白山
自然保護センター）、猟
友会

計画改訂の前々年と前年

個体数推
定調査

生息個体数の
推定

推定個体数、将来予測 階層ベイズ法 専門業者委託 計画改訂の前年

生
息
環
境

堅果類豊
凶調査

秋期大量出没
の予測

開花状況、雄花落下数、着
果度

現地調査
県（自然環境課、白山
自然保護センター）

毎年（4～5月、5～6月、8
～9月）

人身被害
調査

情報蓄積、解
析、防止の資
料

日時、場所、状況、被害者の
年齢、性別、負傷程度、その
後の対応等

報告、現地調査
県（自然環境課）、市
町、捕獲隊、警察、消
防、鳥獣保護員

随時

農業被害
調査

被害実態と変化
被害面積、被害金額、被害
量、被害品目　等

農業者からの
報告

県（里山振興室）、市町 毎年

林業被害
調査

被害実態と
変化

被害面積、被害金額、被害
量、被害品目　等

林業者からの
報告、現地調査

県（里山振興室、森林
管理課）、市町

毎年

被害防除
対策

現状と効果の
把握

対策の有無、方法、効果など 報告、聞き取り
県（自然環境課、里山
振興室、森林管理課）、
市町、鳥獣保護員

毎年

調査項目

生
息
状
況

被
害
状
況
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（２）計画の実施体制 

管理対策の結果を正確に評価し、次期計画にフィードバックしていくために、   

図 19 の管理実施体制を持続させるものとする。 

また、必要に応じて計画の見直し等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 管理実施体制 

 

① 特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）検討会 

特定鳥獣管理計画の策定及び実施に当たって、本県に生息するクマの適切な保

護管理のあり方について専門的な観点から分析、評価を行うとともに、改善点や

計画の見直しについて検討を行う。 

 

② 特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）ワーキンググループ 

クマによる人身被害、農林業被害の防止や対策等について、関係各課・機関が

相互の連携を図りながら適切な対策を検討する。 

    

県機関 ：生活環境部（自然環境課、白山自然保護センター） 

農林水産部（農業政策課 (農業参入・経営戦略推進室 )、里山振興室、

森林管理課、各農林総合事務所、農林総合研究センター）、警察本

部(生活安全企画課、地域課) 

関係機関：環境省（中部地方環境事務所）、農林水産省（北陸農政局、石川森

林管理署）各市町、（一社）石川県猟友会、石川県森林組合連合会  

（県）案の公表・関係機関協議 
検討会の開催 

公表 

県・関係市町 
・ワーキング会議の開催 
・被害対策協議会開催 
・普及啓発と研修会の実施 

白山自然保護センター 
（調査の経過・結果の発表） 

石川県特定鳥獣管理計画 
検討会の開催 

管理計画案の作成 

管理計画の策定（確定） 

管理対策の実施 

モニタリングの実施 

環境審議会への諮問・答申 

評価検討会の実施 

フ 

ィ 

ー 

ド 

バ 

ッ 

ク 
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③ 各機関の役割 

県、市町、猟友会、農林業者、地域住民等が密接な連携のもとに、個体数管理、

被害防除対策及び生息環境管理等の管理施策に取り組む。 

     県   ：市町が行う個体数調整捕獲や被害防除対策の知識、技術等の普及や

支援、出没状況などの各種情報の提供、生息地管理（緩衝帯整備）、

生息状況調査などを行う。また、市街地等で出没した場合で、市町

から麻酔銃等の要請があった場合は、出没場所に応じて、自然環境

課から出動又は白山自然保護センターに出動を要請する。 

なお、鳥獣保護員は、専門的立場から痕跡などを調査し、誘引物の

有無について確認し、誘引物の除去等に関する助言、協力を行う。  

     市町  ：出没に備え、生息地管理、被害防除対策、個体数調整捕獲を行うと

ともに、地域住民への注意喚起に努める。また、クマが出没した際 

には、必要に応じて警察等と連携しながら周辺のパトロールを実施

する。 

市町捕獲隊（猟友会）：市町の個体数調整捕獲の実施。市街地出没等市町長か

らの緊急出動要請があった場合、捕獲隊員を招集し、各市町長の指

示のもと市町が実施するパトロール、追い払い、捕獲等に協力する。 

     警察  ：クマ出没の際には、パトロールや現場確認を行い、当該地域の安全

確保に努めるとともに、特に市街地出没の場合の対応。 

     地域住民：クマの出没があった場合は速やかに市町へ報告するよう努める。ま

た、日頃からクマの誘引物となる生ゴミ、農業残滓、不要な取り残

しの果樹等を放置しないよう努める。人家周辺に藪などのクマが潜

みやすい環境がある場合は、刈り払いなどを行う。 

  

（３）普及啓発等 

    県、市町等が連携協力して、クマの生息状況、クマによる被害状況、本計画の趣

旨・内容などの普及啓発に努める。特に分布が拡大している能登地域の住民等を対

象に対策セミナー等を開催し、啓発を図る。 

また、管理に関する技術、知識の習得を目的に、関係機関の構成員に対する研修

を実施するものとする。  

 

（４）狩猟者の確保・育成 

県は狩猟免許試験の周知に努めるとともに、狩猟者確保のためのセミナーや、ツ

キノワグマの狩猟技術を若い世代に継承するための事業を進め、新たな捕獲の担い

手の増加を図る。 

また、狩猟者の技術向上のための講習会や、捕獲隊員の確保のためのセミナー等

を開催することにより、安全性の確保や捕獲技術の向上、捕獲従事者の確保に努め

る。 

 

（５）国及び関係県等との調整 

    特定鳥獣管理計画の目的を達成するため必要となる事項については、国、白山・

奥美濃地域ツキノワグマ広域協議会及び関係県と管理施策の調整を十分に図り、情

報共有や対策等について積極的に連携を図っていくものとする。 
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資 料 

  令和３年度石川県ツキノワグマ個体数推定結果（概要版） 

１ 推定方法 

平成 17（2005）年度から令和２（2020）年度までのデータを用いて、石川県に生息するツキノワグマの自然増

加率や個体数について、階層型ベイズモデルを構築し、マルコフ連鎖モンテカルロ法によって推定した。 

 

２．個体数推定に用いるデータの分析 

個体数推定や将来予測に用いるデータとして、これまでに石川県で収集されてきたデータを整理した。整理

したデータを表 2-1 に、推定に使用したデータを表 2-2 及び図 2-1 に示す。     

石川県における特定鳥獣管理計画（ツキノワグマ）の管理計画年度は、5 月 1 日から翌年 4 月 30 日までで

あるが、今回の推定の際には、推定モデルへの適合上の必要から、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの期間で

データを区切った。なお、平成 18（2006）年度および平成 22（2010）年度は、許可捕獲が上限に近づき、狩猟

の自粛がかかったため、狩猟捕獲数および許可捕獲数の傾向が他の年度と異なると判断し、推定には用いな

かった。また、令和２（2020）年度は、大量出没に伴って許可捕獲数が激増し、狩猟の自粛はかからなかったも

のの狩猟捕獲数が異常に少ないなど、狩猟捕獲数および許可捕獲数の傾向が他の年度と異なると判断し、推

定には用いなかった。 

 

 

表 2-1 収集したデータと期間 

データ項目 内容 期間（年度） 

狩猟捕獲数 

狩猟によって捕獲された年度別の数。人為

的に個体数を減らした効果としてモデルに組

み込んだ。 

H17(2005) – R02(2020) 

許可捕獲数 

有害捕獲を含む許可捕獲によって捕獲され

た年度別の数。人為的に個体数を減らした

効果としてモデルに組み込んだ。 

H17(2005) – R02(2020) 

目撃情報件数 
行政に寄せられた年度別の目撃情報件数。

個体数に比例する指標として用いた。 
H17(2005) – R02(2020) 

痕跡情報件数 
行政に寄せられた年度別の痕跡情報件数。

個体数に比例する指標として用いた。 
H18(2006) – R02(2020) 

定点観察数 

定点観察調査によって得られた、年度別の

観察個体数。個体数に比例する指標として

用いた。また、成獣・亜成獣と幼獣の比率の

設定に用いた。 

H23(2011) – H24(2012) 

H28(2016) – H29(2017) 

R02(2020) 

カメラ撮影率 

自動撮影カメラ調査によって得られた、年度

別のカメラ１台当たりの撮影回数。個体数に

比例する指標として用いた。 

H23(2011) – R02(2020) 

シカカメラ撮影率 

シカ用自動カメラ調査によって得られた、年

度別のカメラ１台当たりの撮影回数。個体数

に比例する指標として用いた。 

H26(2014) – R02(2020) 

堅果類の豊凶指

数 

着果状況調査によって得られた、年度別の

ブナ科植物の豊凶指数。推定の補正に用い

た。 

H19(2007) – R02(2020) 

森林面積 
年度別の森林の面積。環境収容力の補正に

用いた。 

H17(2005) – R02(2020) 

R02 は R 元のものを使用 
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表 2-2 使用したデータ 

年度
狩猟

捕獲数

許可

捕獲数

目撃情報

件数

痕跡情報

件数

定点

観察数

カメラ

撮影率

シカカメラ

撮影率

堅果類の

豊凶指数
森林面積

平成17

(2005)
20 5 56 2846.56

平成18

(2006)
14 64 333 194 2864.56

平成19

(2007)
31 12 110 16 1.26 2864.5

平成20

(2008)
19 39 128 62 1.33 2863.86

平成21

(2009)
29 20 58 18 2.13 2864.13

平成22

(2010)
16 48 353 117 1.09 2863.35

平成23

(2011)
20 10 60 6 28 1.28 2.68 2863.31

平成24

(2012)
17 31 126 27 21 7.44 1.72 2863.26

平成25

(2013)
27 34 147 13 2.37 1.39 2863.03

平成26

(2014)
33 68 256 19 7.82 4.63 0.99 2863.02

平成27

(2015)
32 35 195 9 4.16 1.06 2.00 2860.87

平成28

(2016)
20 35 246 14 18 3.66 2.46 1.58 2860.87

平成29

(2017)
18 47 200 12 17 5.16 2.85 1.94 2860.57

平成30

(2018)
28 47 178 17 2.42 2.50 2.09 2860.97

令和元

(2019)
38 89 350 68 5.61 5.74 0.86 2861.06

令和２

(2020)
14 163 869 249 22 6.37 6.03 0.71 2861.06
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３．個体数推定 

（１）個体数推定の方法 

マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC）による階層ベイズ法を採用し、捕獲数の変動を主要な情報とするハー

ベストベースドモデルを基本モデルとして用いた。捕獲数をベースにしたベイズ推定は、1）複数の要因・データ

をモデルに組み込める、2）これまでの知見を事前分布の設定に生かせる、3）捕獲数と推定個体数を連動させ

ることができるので捕獲数に関する合意形成がしやすいという利点があり、野生動物の個体数管理のための個

体数推定に近年広く用いられている。得られたデータをもとに個体数、増加率などの推定を行うので、新たにデ

ータを加えると以前の値とは異なる推定値になるという、合意形成を行う上での欠点もある。しかし、データを蓄

積していけば、結果の頑健性は増す。さらに、推定値がデータセットにより変わるという特徴は、新たなデータが

集まるほどより精度の高い推定ができるようになるこの推定手法の長所でもある。以上の理由から石川県におけ

るツキノワグマの個体数推定は、階層ベイズ法を用いたハーベストベースドモデルにより行った。 

推定の対象地域は石川県内、対象期間は、平成 17（2005）年度から令和２（2020）までの 16 年間とした。 

 

 ＜推定モデルの詳細＞ 

表１ 推定する変数とその内容 

推定変数名 変数の説明 

ira(自然増加率) 出生と自然死亡の結果としての雌雄合わせた全個体

数に対する増減の比率 

ryoe（捕獲率） 狩猟によって確保された捕獲個体数の全個体数に対

する割合 

yugaie（捕獲率） 個体数調整捕獲によって確保された捕獲個体数の全

個体数に対する割合 

pse（個体数と目撃情報件数の比率を示す係

数） 

ツキノワグマの目撃情報件数の全個体数に対する比 

psie（個体数と痕跡情報件数の比率を示す係

数） 

ツキノワグマの痕跡情報件数の全個体数に対する比 

pcae（個体数とカメラ撮影回数の比率を示す係

数） 

ツキノワグマのカメラ撮影回数の全個体数に対する

比 

pscae（個体数とシカカメラ撮影回数の比率を

示す係数） 

ツキノワグマのシカカメラによる撮影回数の全個体

数に対する比 

poe（個体数と定点観察数の比率を示す係数） ツキノワグマの定点観察数の全個体数に対する比 

log_benchmark_N（基準年個体数の対数値） 平成 29 年度の個体数を基にした正規分布にしたが

って設定した事前分布 

log_carrying_capacity（環境収容力の自然対

数値） 

森林面積 1km2あたりの環境収容力 k。 

 

sightv, signv, camv, scamv, obsv, ryov, 

yugaiv（目撃情報件数、痕跡情報件数、カメラ

撮影回数、シカカメラ撮影回数、定点観察数、

狩猟捕獲数、許可捕獲数の期待値からの誤差分

散） 

それぞれ、観測モデルで示す確率分布の誤差分散と

して推定した。各推定変数の初期値は 0.1とした。 
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・過程モデル 

個体群動態の過程モデルは以下の通りとする。個体数は H29 年を起点とし、 

H29 年から現在への個体数は、 

N[i+1]=(ira[i] *N[i]/( 1+ß[i]* N[i]))-kill[i] 

    ß[i]=( ira[i]-1)/(k*f_area) 

      （i=H29,H30,…,R02 のとき） 

H17-H29 年までの個体数は 

N[i-1]=(kill[i-1]+N[i])/(ira[i-1]-ß[i-1]*(kill [i-1]+N[i])) 

    ß [i-1]=( ira[i-1] -1)/(k*f_area) 

      （i=H29,H28,…,H17 のとき） 

のように計算する。 

 

・観測モデル 

推定する個体数と観測されたデータとの関係を示す観測モデルは以下のとおりである。 

狩猟捕獲個体数に関する観測モデル 

log(ryo[i]) ~normal(μ=log(ryoe ×N[i])-0.5*ryov, σ2=ryov) 

 

許可捕獲個体数に関する観測モデル 

log(yugai[i]) ~normal(μ=log(yugaie ×N[i])-0.5*yugaiv, σ2=yugaiv) 

 

目撃情報件数に関する観測モデル 

log(sight[i]) ~ normal(μ=log(pse ×(N[i]-Kill[i]))-0.5*sightv, σ2=sightv) 

 

痕跡情報件数に関する観測モデル 

log(sign[i]) ~ normal(μ=log(psie ×(N[i]-Kill[i]))-0.5*signv, σ2=signv) 

 

カメラ撮影回数に関する観測モデル 

log(camera[i]) ~ normal(μ=log(pcae ×(N[i]-Kill[i]))-0.5*camv, σ2=camv) 

 

シカカメラ撮影回数に関する観測モデル 

log(scamera[i]) ~ normal(μ=log(pscae ×(N[i]-Kill[i]))-0.5*scamv, σ2=sightv) 

 

定点観察数に関する観測モデル 

log(observation[i]) ~ normal(μ=log(poe ×(N[i]-Kill[i]))-0.5*obsv, σ2=obsv) 

 

対数変換の過程で生じる期待値のずれを補正するために-0.5*xxv を加えた。 

記号～normal(μ, σ2)は平均 μ、分散 σ2 の正規分布に従うことを示している。 
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（２）石川県全域における個体数推定の結果 

推定期間中の自然増加率の中央値は、1.109～1.125 と推定された（表 2-1）。 

石川県に生息するツキノワグマの推定個体数は、増加傾向にあると推定された。令和２（2020）年の全個体数

は中央値で 1,201 頭（90％信頼区間では 440～3,643 頭）と推定された（表 2-2）。 

令和２年（2020）の成獣・亜成獣数は、中央値で 1,098 頭（90％信頼区間では 402～3,330 頭）と推定された

（表 2-3）。 

 

表 2-1 推定自然増加率 

年度 平均 標準偏差
5 パーセ
ント点

25 パーセ
ント点

中央値
75 パーセ

ント点
95 パーセ

ント点

平成18年（2006） 1.115 0.0576 1.029 1.074 1.111 1.15 1.218

平成19年（2007） 1.115 0.0576 1.029 1.074 1.111 1.15 1.218

平成20年（2008） 1.123 0.0523 1.05 1.085 1.116 1.154 1.222

平成21年（2009） 1.122 0.0499 1.054 1.085 1.115 1.151 1.218

平成22年（2010） 1.115 0.0574 1.029 1.074 1.11 1.149 1.217

平成23年（2011） 1.126 0.0616 1.036 1.083 1.12 1.162 1.24

平成24年（2012） 1.112 0.0746 0.997 1.061 1.109 1.159 1.243

平成25年（2013） 1.118 0.0476 1.053 1.083 1.111 1.145 1.208

平成26年（2014） 1.121 0.0484 1.056 1.085 1.114 1.149 1.214

平成27年（2015） 1.127 0.0686 1.025 1.08 1.122 1.168 1.251

平成28年（2016） 1.115 0.0537 1.037 1.077 1.11 1.147 1.213

平成29年（2017） 1.119 0.0465 1.058 1.084 1.111 1.146 1.209

平成30年（2018） 1.116 0.052 1.041 1.079 1.11 1.146 1.211

令和元年（2019） 1.115 0.056 1.031 1.075 1.11 1.148 1.215

令和２年（2020） 1.13 0.081 1.008 1.074 1.125 1.179 1.274
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表 2-2 推定個体数（全個体数） 

年度 平均 標準偏差
5 パーセ
ント点

25 パーセ
ント点

中央値
75 パーセ

ント点
95 パーセ

ント点

平成17年（2005） 885 577 312 492 723 1,098 2,010

平成18年（2006） 887 590 296 484 723 1,108 2,046

平成19年（2007） 924 606 313 510 757 1,153 2,115

平成20年（2008） 959 634 322 527 782 1,200 2,202

平成21年（2009） 1,006 665 342 554 821 1,258 2,300

平成22年（2010） 1,033 684 345 569 844 1,293 2,382

平成23年（2011） 1,111 723 388 621 911 1,377 2,529

平成24年（2012） 1,161 739 414 659 958 1,434 2,627

平成25年（2013） 1,212 769 437 693 998 1,496 2,732

平成26年（2014） 1,233 805 429 690 1,008 1,523 2,834

平成27年（2015） 1,298 855 452 722 1,061 1,594 2,977

平成28年（2016） 1,364 887 485 769 1,116 1,672 3,119

平成29年（2017） 1,434 929 516 814 1,173 1,752 3,269

平成30年（2018） 1,496 969 539 852 1,226 1,828 3,419

令和元年（2019） 1,512 1,012 512 845 1,228 1,861 3,525

令和２年（2020） 1,501 1,082 440 792 1,201 1,863 3,643  
 

表 2-3 推定個体数（成獣・亜成獣） 

年度 平均 標準偏差
90%信頼

区間
25 パーセ

ント点
中央値

75 パーセ
ント点

95 パーセ
ント点

平成17年（2005） 795 518 280 442 649 986 1,805

平成18年（2006） 796 529 266 435 649 995 1,837

平成19年（2007） 830 544 282 458 680 1,036 1,899

平成20年（2008） 861 570 289 473 703 1,078 1,977

平成21年（2009） 903 597 307 497 737 1,129 2,066

平成22年（2010） 928 614 310 511 758 1,161 2,139

平成23年（2011） 998 649 349 557 818 1,237 2,271

平成24年（2012） 1,042 664 372 592 860 1,288 2,359

平成25年（2013） 1,088 691 392 622 896 1,344 2,454

平成26年（2014） 1,107 723 385 619 905 1,367 2,545

平成27年（2015） 1,165 768 406 649 952 1,431 2,673

平成28年（2016） 1,225 796 435 691 1,002 1,501 2,800

平成29年（2017） 1,288 834 463 731 1,053 1,573 2,936

平成30年（2018） 1,344 870 484 765 1,101 1,642 3,070

令和元年（2019） 1,358 909 460 759 1,102 1,671 3,165

令和２年（2020） 1,348 972 395 711 1,079 1,673 3,272
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